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*全肢連から新型コロナに対する要望を下記の通り提出していますので紹介します。                                 

令和 2年 5月 1日 

厚生労働大臣 様 

文部科学大臣 様    

          一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会 

会  長 清 水 誠 一 

副会長 石 橋 吉 章 

副会長 植 松 潤 治 

 

「新型コロナウィルス感染対策における障害児者への適切な配慮に関する要望」 

日頃、当会に対し多大なるご支援賜わりますことに感謝申し上げます。      

新型コロナウィルスによる感染が国内に広がる中、3 月 2 日一斉休校が求められ、地域によって

は 5 月末まで子供たちは学校に通えず自宅で学習を強いられています。         

また、4 月 7 日には７都府県に、20 日には全国を対象とした「緊急事態宣言」が発出され、全国

民挙げて感染対策に取り組んでいます。しかし、今日現在感染の勢いは止まらず障害のある子ども

らの行き場のない生活にも限界を来し、子どもたちの健康・精神状態、そしてそれを支える家族に大

いなる疲弊が見受けられるようになっています。 

それにも増して特に重症患者の治療に対して医療崩壊の危険があるとの報道を聞きます。医療従

事者の間で「誰に人工呼吸器を配分するべきか」というルール作りのための議論が始まっているこ

とに、私たち障害児者並びにそれを支える家族は大変な危機感を抱いています。優生思想につなが

る障害を理由とした命の選別があってはなりません。このようないのちの選別が推進されることが

ないようにしてください。 

そのために、以下の対応と支援を国及び自治体において大至急、確実に行っていただきますよう

要望致します。 

                     記 

1. いかなる状況においても第三者による命の選別を行わないこと 

2. 重症化に対応できるよう人工呼吸器の増産と確保 

3. 重症者のための集中治療室の増設（増床） 

4. 医療的ケアを必要とする児者や難病患者への感染予防対策上、必要とする物資（消毒用アルコー

ル、マスク、防護服など）の確保と確実な配給   

5. 医療的ケアを必要とする児者や難病患者への感染予防対策上、必要とする物資（消毒用アルコー

ル、マスク）の確実な配給(かかりつけ薬局などでの受け取り） 

6. 医療的ケアを必要とする児者や難病患者が常時必要とする衛生材料の確保と確実な配給(人工呼

吸器に使う精製水、消毒用アルコール、マスク、滅菌不織布ガーゼなど) 

7. 長引く休校・障害者通所施設の休業・短期入所の閉鎖等に伴う在宅生活での介護支援体制の確保 

8. 感染者の医療、看護、介護にあたる人々の報酬上の評価 

9. 感染者の医療、看護、介護にあたる人々とその家族の安全安心のための保障（保育を必要とされ

る乳幼児保護体制、感染した時の保障等） 

10.感染者の医療、看護、介護にあたる人々の心のケア（PTSD に近い症状が報告されています）体

制の確保 

11.長引く休校に伴う在宅学習での閉塞・孤立感を軽減するために定期的な ICT を用いた家庭面談

等、特別支援教育に特化した在宅学習環境の整備 

12.長引く休校に伴う在宅学習での閉塞・孤立感を軽減するために特別支援学校の臨機応変な開放 

以上 
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令和元年度「愛知県 医療的ケア児者実態調査結果報告書」         

                                                               令和 2 年 5 月 20 日   

                                                                                 豊橋 中神 

 

表題の報告書が令和 2 年 3 月末に発行されましたので、その概要を報告します。 

 近代、医療技術等の進歩等により、たんの吸引や経管栄養、人工呼吸器装着児等の医療的ケア児が

増加しており、在宅での医療的ケア児が生活するための支援の拡充や介護する家族の負担軽減の為

に、医療的ケア児支援に関わる保健、医療、障害福祉、保育、教育等、関係機関が連携し、それぞれ

の立場から対策を講ずることが必要となっています。                           

 平成 28 年 6 月児童福祉法の改正により、医療的ケア児が必要な支援を円滑に受けることができる

よう、地方公共団体の努力が規定され関係機関が一堂に会し、継続的に意見交換や情報共有を図る

「協議の場」の設置が明記されると共に障害児福祉計画の策定が義務づけられました。愛知県では

自立支援協議会の専門部会として「医療的ケア児支援部会」が平成 30 年 7 月に設置され必要な施策

の検討を行いました。 

その中で、まずは医療的ケア児の対象者数や生活状況を始め、行政等へのニーズや困りごと等を

把握する必要があるとの認識のもと実態調査を実施しました。なお調査対象者の年齢（範囲）につ

いては、医療的ケア児の成長に伴いサービスの提供等においては医療的ケアを必要とする大人の状

況も考慮する必要があること等部会意見を踏まえ、介護保険の対象になるまでの４０歳未満の医療

的ケア児者を含めることとしました。 

実態調査は二段階とし、 

第一段階（含名古屋市）では医療的ケア児者の人数を把握するために、ライフステ－ジ別に関係

医療機関、訪問看護ステ－ション、障害福祉サ－ビス事業所、行政機関等に個人情報を含まない該当

者リストの協力をお願いし、令和元年 4 月～7 月に実施。 

第二段階（除名古屋市）は介護者を含む当事者を対象に生活状況やこまり感の把握およびこども

たちの日常生活の向上改善を目指すと共に、親たちの悩みや不安の解消に役立てようというもので

す。そのために第一段階で回答のあった対象者に医療機関等経由でアンケ－ト用紙を手渡ししても

らい、原則無記名で返信してもらう。但し災害時等で行政利用に情報提供同意の場合は個人情報も

記入してもらう。令和元年９月～12 月に実施。調査の内容は令和２年 3 月末に公表。 

一次調査（含名古屋市）では医療的ケア児者 1,936 人 

二次調査（除名古屋市）⇒報告件数 1,327 人・有効回答 625 人(回収率 47.1%＝625/1,327 人) 

  

 以下、新聞記事ご参照（次ページ） 
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青い鳥郵便はがき寄付のお礼 

 

 

寄贈者は芝原金吾さん、後藤晃佑くん、中根暖くん、、中林咲貴ちゃん、菅沼亮也くん、

尾崎元哉くん、尾崎銀一郎くん、奥平涼太くん、金田雄也くん、松井俊裕くん、二村竜樹

くん、井土瑠美ちゃん合わせて 1２名の方が寄贈してくださいました。 

 

 

中日新聞より 
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移行期医療について 

                                          中 神 

近頃、移行期医療支援体制整備について、議論がなされています。昨年愛知県「小慢自立支援事業」の

議題としても採り上げられました。 

移行期医療とは、 

「小児科から成人中心の医療に移行するプロセス」を言いますが、各医療機関、患児者家族等それぞれの

立場で多くの課題があります。 

現在県としても、小児科と成人診療科双方の医療従事者を対象とした啓発や意識向上及び移行期医 

療を総合的に支援する機能として「移行期医療支援センタ－」構築等が検討されていて、今後子どもたち

がスム－ズに成人診療科に移行でき、成人した患者のニ－ズに見合った医療が受けられるよう心理的・物

理的準備を進めていく事は必要だと思います。 

 今回日本小児科学会、移行期の患者に対するワ－キンググル－プの提言(HP)を基に、移行期医療の課

題等についてまとめてみました。 

移行期医療の目的 

① 近年の小児期医療の進歩により、約90％の患児が成人期を迎えるようになってきている。  

② また、患児個人の人格の成熟に伴って保護者や小児科医のもとで行われている保護的な医療か

ら自己決定権を直接に行使できる自律的な医療へと変化していく事が求められている。 

③ 成人期医療への移行が相応しい時期になっても、医療体制や本人の準備が整わないために移行

が円滑に行われないことがある。 

④ 小児期発症疾患の継続診療にあたっては、これらの患者が病態・合併症の年齢変化や身体的・

人格的成熟に即して適切な医療を受けられるようにすることは、小児期医療から個々の患者に

相応しい成人期医療への移行期医療が重要な課題となってきている。 

課題 

●患児者・家族 

・患児者として小児科は全て分かってくれているという安心感が強い(小児科医にどっぷり依存) 

⇒そのまま小児科で診てもらいたいという要望が強い。 

・地域の中核病院で受診している場合が多く、地域のどこの病院やクリニック等で受診すれば良いか分

からない。 

・小児科と成人科では受診の方法が違う事を認識してもらう 

 ⇒小児科は全ての科の受診が可能であるが→成人の診療科は専門化が進んでいて臓器ごとに受診。 

・患児者自身の自律性と病気の理解度が十分でない⇒医師や親への依存度が高く自律性が十分でない。

また本人が病気について理解していないことが多い。 

●医療機関 

 共通課題 

・大きな問題として小児科と成人科の連携が殆どない状況である 

・移行期医療の主体が小児科か成人科かについて明確にされていない 

 ⇒今までの流れとしては、患児者家族、医療従事者も小児科医が中心となって、患児者の生涯にわたり

医療を提供する、と認識されている場合が多い⇒しかし、今後は成人科医が主となる体制が必要 
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 小児科 

・移行期の理解が十分とは言えない。 

・家族のように長く付き合うため、手放さそうとしない医師も散見される。 

 ⇒疾患の落ち着いた状態の時点で、基礎疾患は終了した。成人科に移行するように進めるべきである。 

 

成人科 

・小児疾患に接する機会が少なく不慣れで、移行期についての理解が十分でない場合が多い 

・障害児に対応できる医療機関が殆どなく、またその情報が不足している。 

・15 歳をすぎると体も大きくなり、在宅医の確保が難しい。また緊急時のバックアップが重要。 

・特に内科医は移行期年齢になっても、そのまま小児科で診てもらいたいと思っている事が多い。 

 

移行期医療が停滞している理由 

・患児者家族の強い希望による 

・成人科が物理的に遠い 

・病態が複雑、病状が不安定である 

・移行に向けて定期観察中、タイミングを見て移行予定 

・先天性疾患など成人科医の経験が少ない疾患がある 

・知的障害、発達障害、てんかん等病気の特性によるもの 

 

＜現実としての問題点＞ 

一定の年齢になったからと言って、地域の病院に移って下さいと言われても困ってしまう。 

① 市民病院の場合は、小児科だけで終わるが、地域の開業医の場合は専門的な分野に分かれていて、 

  それぞれ受診する必要がある。 

② 何処に行けばよいのか分からない。 

③ 成人科医にカルテを送ってもらっても、患児者の実態把握は難しいと思われ、病気等について今ま

での説明をするのも難儀である。 

④ 該当する開業医が近くにない場合がある。 

⑤ 知的障害の場合は、環境に影響される事が多く、バニックになる可能性も大きい。         

(子どもの気持ちを理解してあげる必要がある) 

 

＜現実としての対処法は？＞ 

① 地域の病院が分からないので、主治医に病院の紹介をお願いする。若しくは市民病院の成人科を紹介

してもらう。(市民病院内の移行なら症状の説明はあまりなくて済むか?) 

② 移行は年齢だけで判断するべきものではないと言う意見も有ります。病気の特性、症状等総合的に判

断し決定すべきだと思います。病気の特性があり 30 歳を超えても小児科で診てもらっていた事実も

あります。また移行の話が出た時に主治医が転院したのを機に成人科に移行した人もいます。 

③ 移行期においていかなる医療を受けるかの決定権は患者にありますので、主治医とよく相談するのが

良いと思います。                           

以上 
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*会員の皆さまからお寄せ頂いた市長、議長に対する 3 年度父母の会要望書の原案が出来ましたので 

紹介します。今後豊障連各団体と調整し要望書として提出していきたいと思います。 

令和３年度要望書    

令和 2 年 7 月 20 日  

豊橋市肢体不自由児（者）父母の会 

 
1.移動支援事業の利用対象者拡大および通学、通園、通院に利用できるように制度の見直しをお願いい

たします。 

移動支援事業は大変良い制度ですが、知的や精神障害者の手帳所持者は誰でも利用できるのに対し、身

障手帳所持者は、体幹１・２級、下肢１級以上しか利用できません。是非対象者の拡大をお願いいたしま

す。県内の名古屋市、春日井市等多くの市町村は障害者手帳を持っていれば利用できるようになっていま

す。 

身体の場合は介護保険対象者（制度がない）の利用が多く見込まれ、介護保険対象者は除くというよう

な年齢条件等を設ければ対象者は限定されると思いますので早急に改善をお願いいたします。   

また通学・通園、通院等に利用できないため大変不便を感じています。県内では名古屋市が利用できる

ようになっています。 

通園、通学等は通年かつ長期にわたる外出の為、原則対象外ですが、母親等介護者が病気等で付添いが

出来ないだけで学校や保育園を休まなくていいように、制度の見直しをお願いいたします。   

なお家族の入院等緊急已む得ない場合の移動支援は利用可能となっていますが、入院してからでは現

実として利用できない状況であり、改善をよろしくお願いいたします。 

 

2.医療的ケアに対応できるショ－トステイおよび児童発達支援や放課後等デイサ－ビス、日中一時支援事

業の設置・増設をお願いします。 

現在医療的ケアに対応できるショートステイについては、まだ一か所しかなく十分ではありません。豊

川市に重心施設が開所しましたが、重心施設でありショートステイの利用は思う様に利用できない状況

です。以前ご回答いただいた珠藻荘や希全の里は夜間の対応は難しいと思います。ショートステイ利用は

緊急時が多く、自立支援協議会等で協議を重ねて医療機関や福祉施設で対応できるようにご努力頂いて

いますがなかなか実現していません。 

また、放課後等デイサービス、日中一時支援事業の受入施設は増えてきていますが、医療的ケアに対応 

できる施設はごく一部です。同サービスを利用したい児童はますます増加しておりその不足感は歪めま

せん。医療的ケアは日常生活に必要な行為であり、それに対応できる諸施設の増設を是非お願いいたしま

す。 

 
3.渥美線の主要な高師駅、大清水駅のバリアフリー化を図って下さい。 

以前に要望書を提出させて頂いた渥美線南栄駅のバリアフリー化については令和 2 年 3 月に改善され

ました。厚く御礼申し上げます。しかし乗降客が多い高師駅・大清水駅は車いす利用者にとても使いづら

い状況です。高師駅はスロ－プがなく駅員の補助を長い間待たなければなりません。また大清水駅は改札

に階段があり、スロ－プは外に廻って鉄扉を開けてもらう必要があります。その上、昇りも下りも急な坂

となっていて一人では昇り降りが出来ない状態です。 

国の基本方針として一日平均乗降客が 3,000 人以上いる駅はバリアフリ－化するという目標がありま

すが、現在は人口減少の影響も有り両駅ともその基準に満たされていない調査結果だとお聞きしてい

ます。 
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しかし車いす利用者は身体障害者だけでなくお年寄りを含め増えています。スロ－プがなかったり、急

な坂道の昇り降りは誰かにお願いして補助してもらうしかなく、大変不便でいやな思いをするので両駅

を利用しないと言う声を多く聞きます。また合理的配慮の面からも十分ではないと思われます。 

渥美線は公共性が非常に高く、車いす利用者の利便性を向上のためにも豊橋市としても是非改善に取

り組んで頂けるようお願いいたします。 

 
4.福祉タクシ－増車対策のお願い 

 福祉タクシ－を以前より時々利用していますが、近頃予約がとても取りづらくなっています。タクシ－

会社によると、福祉タクシ－は採算が合わず数社が撤退していて、台数も減少している状況のようです。 

 障害児者やお年寄りは福祉タクシ－を利用する機会が多いですが、利用したい時に利用できないのは

とても不便を感じます。補助金付与等福祉タクシ－増車の対策を講じていただけますようお願いいたし

ます。 

 
5.災害時の個別支援計画の策定のお願い 

 障害児者の福祉サ－ビス個別支援計画はセルフも含めて着実に作成されていますが、災害時の個別支

援計画については、現状努力義務であまり作成されていない状況だと思います。災害時の支援については

避難行動要支援者登録制度がありますが十分ではありません。 

災害はいつ起きても不思議でない時代に障害児者一人ひとりが『自らを守る姿勢』を確認することはと

ても重要だと思います。個別支援計画は福祉サービスと共に災害時についても作成するように周知徹底

をお願いいたします。 

                                             
6.りすぱ豊橋で時間単位・障害者専用レ－ン設置のお願い 

りすぱ豊橋を時々利用させていただきありがとうございます。昨年度も要望させていただきましたが、

25ｍレ－ンに時間単位・障害者専用レ－ンを１レ－ン（有料・１時間で可）設けていただきたいと思いま

す。昨年度の回答で 25ｍレ－ンについては、常時専用レーンを設けていないが、状況によっては柔軟な

対応が可能な場合もあり必要時ご相談くださいとありますが、現実には対応が難しいようです。 

障害者と健常者が同じレ－ンを利用する場合、ちょっとした事でもめたり、何かとトラブルになったり

することが多々あります。他のプ－ルでは専用レ－ンを設けている所も有ります。プ－ルは利用者全員が

気持ちよく利用させていただくためにもご配慮よろしくお願いいたします。 

 

7.防災・停電対策として人工呼吸器装着児者の加湿器用ポ－タブル電源購入費用 5 万円助成のお願い 

災害時の停電対策として、人工呼吸器使用に必要な発電機等の補助金は令和 2 年 4 月より自家発電機

及び外部バッテリー等購入代金に対し上限 10 万円の補助金を新設していただき深く感謝申し上げます。 

しかし 10 万円は人工呼吸器に常に付属して使用する加湿器は含まれていません。加湿器にはポ－タブ

ル電源(蓄電池)が必要不可欠です。それがないと痰がつまってしまい呼吸を十分にサポートすることがで

きません。 

在宅で電源の必要な人工呼吸器等医療機器を常時使用している重症心身障害児者は発電機や加湿器用

ポ－タブル電源（蓄電池）の確保は急務で、命に直結する問題です。是非発電機の他に加湿器用ポ－タブ

ル電源(蓄電池)購入費用として 5 万円の補助金新設をお願いいたします。県内豊田市では令和元年度よ

り、発電機とポ－タブル電源別々の補助金制度が制定されていますのでよろしくお願いします。 

 (標準価格:発電機 12 万、ポ－タブル電源 6 万円) 

(参考:豊田市災害時電源補助金・人工呼吸器用バッテリ－20 万円、発電機 11 万円、ポ－タブル電源等 5

万円) 

                                          以上 
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令和 2 年１月に岐阜県で開催されたボッチャ交流会「立位の部」で金田大輝さんが優勝されま

した。おめでとうございます！ 

 

おめでとうございます！ 
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「心魂プロジェクト」オンラインデリバリーパフォーマンス 
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【勤務先】 

あいトピア内の 

喫茶路面電車 

 

 

【好きな事・得意な事】 

裁縫。 

裁縫が得意なので、自分の服（ブラウス等）

をよく作っています。 

【がんばっていること、自己ＰＲ】 

あいトピアの路面電車で週に 1～2 日お仕事

しています。 

お仕事はとても頑張っています。 

良かったら路面電車に来てください。 

 

   

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【好きな事】 

 友だちと買い物や遊びに行くこと。 

早くコロナがおさまって、カラオケに行きたい 

 です。 

  ぬいぐるみのスライムを大切にしています。 

                             

 

 

 

 

 

 

【学校名・学年】 

豊橋特別支援学校 

中学部３年 

 

【好きな事】 
話しかけてもらうこと。口笛。 

【趣味・得意な事】 
 みんな笑顔にすること。 
【みんなに言いたい事など】  
 どこでもいいので見かけたら声をかけてく

ださい。 

【趣味】 
絵を書いたり、コラージュをすること。漫画を

読むこと。 

【がんばっていること、自己ＰＲ】 
美文字！きれいな字が書けると気持ちがスッキ

リするので、もっとキレイに書けるようがんば

っています。 
 
  

 

【通所施設・年齢】 

もくせいの花・信愛 

２２歳 

 

 

【学校名・学年】 

豊橋特別支援学校 

中学部１年 

 

 

№２５ 

【趣味・得意な事】 
動画を観ながらダンス、歌を歌う 

【がんばっている事など】 

今年から中学生になりました。コロナの影響で

休校になり、新生活のスタートが遅くなりまし

たが、元気に学校生活を楽しんでいます。 

【好きな物・事・人】 

テレビで動画を観る・ 

パスタ・お父さん。 
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９月１２日（土） 児童部オンライン座談会・ZOOM にて 

９月２６日（土） さくらピア避難所体験講演会・さくらピア  

９月２７日（日） 野外訓練会・豊橋総合動植物園 （中止）     

１０月２７日（日）  豊障連体育祭・さくらピア  （中止） 

１１月 ７日（土） 愛肢連わいわいカーニバル・岡崎市中央総合公園 

１１月１０日（火）～１５日（日）  豊障連文化祭・さくらピア 

１１月１１日（水）○父母の会Ｑ＆Ａ委員会・あゆみ学園 

１１月１４日（土）  ボランティアのつどい・さくらピア 

１２月 ５日（土）○県心身協福祉大会・愛知県社会福祉会館 

１２月２０日（日） クリスマス会・あいトピア 

  ☆9/27野外訓練会,10/27 豊障連体育祭はコロナウィルス感染防止のため中止します                                            

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※予定は順次ご案内いたします。急な変更・中止となる場合がございます。ご了承のほどお願い致します。 

 

＜あとがき＞ 

・今回の表紙は、森貴広さんの作品です。「人と人とのつながりに感謝、ありがとう。」と、コメントい

ただきました。素敵な作品をありがとうございます。 

・「父母の会ふれあい短期介護支援」「父母の会入院付添い支援」を活用しましょう。短期介護支援や入

院付添い支援は緊急時や入院時に見てもらう人がいないとき、同居以外の親族等にみてもらい、その介

護支援費用（1 日 4 時間以上・5,300 円）のうち 4,500 円を父母の会で負担するものです。使ってみたい

と思われた時、分からない事があった時には遠慮せずにご相談ください。会員の皆さまのご意見、ご要

望を受けてより利用しやすい事業にしていきたいと思っています。 

・父母の会相談員は中神達二、鈴木智江子、後藤久代、星川広江、磯田周平、尾崎博美、奥平久美子で

す。悩み事・心配な事、何でも気軽に相談してください。 

・原稿や感想文を寄せていただいた方には、クオカードをプレゼントしています。積極的に投稿をお願

いします。 

・新会員も大募集中です。隣近所でまだ父母の会に入会されていない方がありましたら是非ご紹介くだ

さい。手帳をお持ちであれば障害の種別は問いません。 

・年会費は￥2,000 です。年会費は振込みも出来ます。年会費がまだ納めてない方は下記の振込先に振

り込みをお願いします。（できるだけ同封しています振込用紙をご使用ください） 

ゆうちょ銀行 口座番号 00840-1-135126  加入者名  豊橋市肢体不自由児 ( 者 ) 父母の会         

ゆうちょ以外の銀行等からの振込の場合 ゆうちょ銀行:店番 089 口座番号 0135126 口座名:同上 

＜お願い＞                                             

・いろいろな行事について出席のご返事のあと変更になった場合は 中神 まで電話またはFAXかメール 

にてご連絡お願いいたします。                                   

  TEL：0532-23-3217   FAX：0532-23-4830  E-mail：rsa34375@nifty.com  

 
 

〇印の参加募集はありません 


